
亀山市総合保健福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年２月１７日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第４号 

 

亀山市総合保健福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

亀山市総合保健福祉センター条例施行規則（平成１７年亀山市規則第４８号）の一部

を次のように改正する。 

様式第１号を次のように改める。 

 

 



様式第1号(第5条関係) 

 
総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー

使 用 許 可 申 請 書 
 

   

亀山市長    様 

 亀山市総合保健福祉センター条例第4条第1項の規定により、下記のとおり使用したいの

で許可願いたく申請します。 

※ 許可年月日   年  月  日 

  許 可 番 号   第     号 

申請者(団体の場合は団体名及び代表者名) 

住 所 

氏 名               

電 話(    )    ― 

使 用 日 時 
      年   月   日(  曜日) 

         時   分 から   時   分 まで 

使用する場所 

□研修室   □大会議室(全面・分割  面)  □教養娯楽室 

□視聴覚室  □栄養指導室  □生きがい工作室 

□ふれあい広場  □ふれあいリビング  □ふれあいガーデン 

使 用 目 的 

※詳しく書く

こと。 

 

使 用 人 数         人 

使 用 責 任 者 電話(   )   ―     

使 用 備 品  

プ ロ

ジェク

ター 

要・不要 

特別の

設 備 

有(別紙のとおり) 

無 

施設の

変 更 

有(別紙のとおり) 

無 

器具の

持込み 

有(別紙のとおり) 

無 

備 考  
講師 

控室 
要・不要 

 
  

 上記の申請について許可してよろしいか。 

課長 担当 受 付 印 

  

  

   使 用 料 円 

  
 



様式第２号中 

「 

                                     を 

                                    」 

「 

                                      に、 

                                     」 

「 

                                      を 

                                     」 

「 

                                      に 

                                     」 

改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、

当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 
使用備品 

 

 

 

 
使用備品 

 

 プ ロ 
ジェク 
ター 

要・不要 

 

 
備  考 

 

 

 

 
備  考 

 

 
講師 
控室 

要・不要 

 


